
※開示・非開示の決定

「請求者」

＜個人情報開示制度／個人情報開示請求の流れ＞ 

● 個人情報の保護に関する法律に基づく個人情報開示制度 

市民に限らず、どなたでも市が保有する公文書のうち、自己に関する個人情報に

ついて開示請求することができる制度です。 

別紙２
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※保有個人情報開示請求書の提出
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原則として、受付

から１４日以内に開

示の決定を行い文書

で通知します。

開示の決定

「請求者」

開示

決定

※通知書持参

「実施機関」

※開示

「請求者」

※閲覧

※写し等の交付

不開示の決定

不開示

決定

※不開示

「実施機関（担当課）」とは、

 市長、教育委員会、選挙管理委

員会、監査委員、公平委員会、農

業委員会、固定資産評価審査委員

会、公営企業管理者及び病院事業

管理者のことをいいます。

市が扱っている個人情報を開示請求できるのは、本人

又は、法定代理人（請求者が未成年者又は成年被後見人で

ある場合）です。また、請求手続きをされる方は、本人を

確認できる書類を持参してください。

閲覧・写し等の交付を

受ける際は、本人を確認

できる書類を持参してく

ださい。 

 また、開示された内容

に誤りがあるときは、訂

正請求又は利用停止請求

ができます。


